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施設及び設備の維持管理に関する仕様書 

 

Ⅰ章 総 則 

１ ． 概要 

本仕様書は、 神戸市立港島南球技場および神戸市立小野浜公園球技場の敷地・ 建築物・ その

他構造物（ 以下「 施設」 と いう 。） 及び電気・ 機械設備（ 以下「 設備」 と いう 。） の点検・ 保守

業務及び修繕業務、 設備の運転・ 監視業務等を 円滑に実施するために必要な事項を 定めたも の

である。  

２ ． 対象施設・ 設備概要 

＜別紙－１ ＞に記載のと おり 。  

３ ． 法令の遵守等 

  本業務の実施にあたっ ては、 関係法令を遵守するこ と 。  

４ ． 施設管理業務責任者の選任 

  本業務の実施にあたり 、 施設管理業務責任者を 選任するこ と 。 施設管理業務責任者と は、 本

業務のすべてを総括的に把握し 執行する者で、 本業務における指定管理者の責任者をいう 。  

５ ． 法定資格者の選任 

  本業務の実施にあたり 、 ＜別紙－２ ＞に記載する法定資格者を 選任するこ と 。 なお、 資格者

は重複し ても 差し 支えない。  

６ ． 消耗品等 

   本業務に必要な工具類、 ＜別紙－３ ＞に記載する 消耗品等は、 指定管理者が負担する こ と 。 

７ ． リ ース品 

   ＜別紙―４ ＞に記載するリ ース品は、 指定管理者で調達するこ と 。  

８ ． 損害補償 

   管理上の瑕疵による、 設備の故障等に伴う 事業停止等に係る指定管理者の損害について、 神

戸市はこ れを 補償し ない。  

９ ． 業務の引継ぎ 

指定管理者は､指定期間終了の日までに「 次期指定管理者」 に対し て本仕様書に記載する 業

務に関する引継ぎを行わなければなら ない。  

「 次期指定管理者」 と は本指定期間後の指定管理者で、 本期間の指定管理者と 同一の場合は

こ の限り では無い。  

 10． 施設・ 設備管理台帳 

     指定管理者は施設・ 設備管理台帳（ 機器仕様・ 保守・ 点検・ 修繕・ 緊急対応の履歴の記録、

図面など） を 電子データ によ り 作成し 、 常に最新の状態に整理を行う こ と 。  

指定管理者において、 保守・ 点検、 修繕及び緊急対応等を 行っ た場合、 指定管理者は完了後

直ちにその内容、 完了日、 施工業者等を 施設・ 設備管理台帳に記載するこ と 。  

作成し た施設・ 設備の維持管理に関する資料（ 管理台帳、 図面等） は神戸市に帰属する。  

11． その他 

本仕様書に記載なきこ と も 施設及び設備の維持管理に必要な事項はこ れを行う こ と 。  
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Ⅱ章 保全業務 

１ ． 施設管理業務全体計画書 

下記項目を記載し た施設管理業務全体計画書を 作成し 、 業務開始前までに神戸市の承諾を 得

るこ と 。 なお、 内容に変更が生じ た場合には、 その都度訂正し 神戸市に届け出るこ と 。  

(1) 業務体制表（ 施設管理業務責任者を 明記するこ と ）  

(2) 法定資格者選任一覧表 

(3) 年間工程表（ 当該年度の月ごと 及び業務内容ごと の工程表）  

２ ． 各種届出書等 

   下記項目について、 その写し を 神戸市に提出するこ と 。  

(1) 本業務に関係する各種法令に基づき 作成し た書類など 

(2) 法定資格者と し て選任し たも のが資格を有するこ と を 証明する書類 

３ ． 業務内容 

「 Ⅰ章２ ． 対象施設・ 設備概要」 ＜別紙－１ ＞の点検、 保守及び修繕等の保全業務を 行い、 常

に良好な状態、 性能及び美観を維持するよ う 努めるこ と 。 業務仕様は指定管理者が決定し 、 こ

れを 行う が、 下記に指定する 項目は必ず実施するこ と 。  

(1) 運転・ 監視及び日常点検・ 保守業務 

① 「 建築保全業務共通仕様書（ 最新版を 適用）」（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）

に基づき 実施するこ と 。 なお、 こ れに依ら ない場合、 神戸市に承諾を得るこ と 。  

② 設備の運転状況や光熱水使用量等については定期的（ 月１ 回） に記録を と り 神戸市に

報告するこ と 。（「 Ⅱ章４ ． 報告」 の報告書に含む）  

③ 各機器の運転に際し ては、 省エネルギーに留意し て行う こ と 。 なお、「 エネルギーの使

用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」 に規定さ れるエネルギー

使用状況届出書の届出対象施設については、神戸市と 協議のう え届出するも のと する。 

④ 神戸市が定める「 市有施設の安全点検マニュ アル」 に基づき 、 年 2 回以上の日常点検

を 行い、 記録を保管するこ と 。  

(2) 定期点検等及び保守業務 

① ＜別紙―５ ＞の項目に該当する法令点検、 定期点検は、 特記なき 場合は「 建築保全業

務共通仕様書（ 最新版を適用）」（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） に基づき 実

施するこ と 。 なお、 こ れに依ら ない場合、 業務実施前に神戸市に承諾を 得るこ と 。  

なお、 本施設は公共建築物定期点検の対象施設と し 、「 建築基準法」 に基づき 実施する

こ と 。  

② その他、 法令等の規定により 義務付けら れている必要な点検等については、 法令等を

遵守し 実施するこ と 。  

(3) 修繕及び改修工事等 

① 上記(1)～(2)の結果、修繕または改修工事等が必要であると 判明し た場合は、「 Ⅲ章 修

繕及び改修工事等」 に基づき こ れを処理するこ と 。  

② 協定書及び仕様書に基づき 別途協議が必要なも のについては、 神戸市が指定する期日

までに、 改修を 要する箇所・ 内容・ 当該箇所の写真及び費用等を 記載し た工事計画書

（ 指定様式）（ 以下、「 工事計画書」 と いう 。） を策定し 神戸市に提出するこ と 。  

③ 費用については、 公開単価の使用、 複数見積の取得等、 その妥当性が判断でき るも の
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と するこ と 。  

４ ． 報告 

(1) 上記 3 に示す保全業務に関する報告書を 、 承諾を受けた「 施設管理業務全体計画書」 に基

づき 、 神戸市に提出するこ と （ 年度末の年次報告書を 含む）。  

５ ． 検査 

(1) 神戸市は、「 ４ ． 報告」 に示す報告書や神戸市が別途指定する検査表による検査を行う 。  

(2) 神戸市は(1)以外に必要に応じ て保全業務の執行状況について検査等（ 実地調査（ モニタ リ

ング） を 含む）） を行う 。  

(3) 指定管理者は(1)及び(2)により 、 神戸市が業務改善又は修繕等を 指示し た場合、 こ れに従う

こ と 。  

 

Ⅲ章 修繕及び改修工事等 

１ ． 神戸市が所有する施設及び設備等の修繕等について 

(1) 修繕 

① 修繕と は、 施設及び設備の劣化や損傷部分、 機器等の性能又は機能を 原状あるいは実

用上支障のない状態まで回復さ せるこ と を 示し 、 下記の取扱区分に従い、 請負業者の

選定・ 修繕費の支払い等、 全て指定管理者において行う こ と 。  

ア． 神戸市が定める修繕予算額の範囲内においての取扱いは下記のと おり 。  

    a． 一件あたり 50 万円以下の修繕の場合 

      指定管理者の裁量において行う 。  

    b． 一件あたり 50 万円を 超える修繕の場合 

      指定管理者は、 修繕の内容について事前に神戸市と 協議を 行う 。  

      協議の結果、 修繕を 実施する場合は、 指定管理者の裁量において行う 。  

イ ． 神戸市が定める修繕予算額の範囲を超えた場合の取扱いは下記のと おり 。  

一件あたり の金額に関係なく 、 指定管理者は、 修繕の内容について事前に神戸市と 協

議を 行う 。  

協議の結果、 修繕を実施する場合は、 指定管理者の裁量において行う 。  

修繕の費用は、 神戸市と 協議を 行う 。  

② 修繕を実施し た場合は、「 Ⅱ章４ ． 報告」 に基づき 、 神戸市に報告書（ 図面・ 写真等を

含む） を 提出すると と も に、 施設・ 設備管理台帳に記載する こ と 。 また、 神戸市が修

繕のやり 直し を指示し た場合、 こ れに従う こ と 。  

③ 修繕し た機材等の所有権は神戸市に帰属する。  

(2) 改修工事等 

① 改修工事と は、 資本的支出に該当する工事であり 、 大規模改装、 新築・ 増築・ 改築、

改造・ 改装と し 、 それぞれの区分は以下のと おり と する。（ 以下、「 改修工事等」 と 示

す。）  

ア． 大規模改装 

施設の主要構造部（ 壁、 柱、 床、 はり 、 屋根又は階段（ 建築基準法第２ 条第５ 号））

の一種以上の過半に係る修繕、 模様替えを 示す。  

イ ． 新築・ 増築・ 改築 

施設の延床面積の増（ 減） に係る行為を 示す。  
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ウ． 改造・ 改装 

上記ア、 イ 以外の建築等行為を 示す。  

② 改修工事等に係る費用は、 全て神戸市が負担する。  

③ 改修工事等は、 全て神戸市が行う 。  

④ 改修工事等を 行う 必要が発生し た場合には、 指定管理者は神戸市に対し て、 工事計画

書にて工事の依頼を 行う こ と が出来る。 神戸市は工事の依頼があっ た場合、 工事の必

要性、工事計画書の妥当性等を検討し 、予算措置がさ れた場合のみ工事を 行う 。なお、

神戸市の決定に対し 異議は認めないも のと する。  

⑤ 神戸市が決定し た工事の工期、 日程、 工法等について、 異議は認めないも のと する。

工事にあたっ て指定管理者はこ れに協力するこ と 。  

２ ． 指定管理者が投資し て設置し た施設及び設備等の補修等について 

(1) 修繕 

① 修繕に係る費用は、 全て指定管理者が負担する。  

② 修繕は、 全て指定管理者が行う 。  

(2) 改修工事等 

① 改修工事等に係る費用は、 全て指定管理者が支払う 。  

② 改修工事等は、 全て指定管理者が行う 。  

③ 改修工事等を 行う 場合、 事前に神戸市と 協議を 行い、 神戸市が承諾し た後施工するこ

と 。  

④ 改修工事等の完了後、 直ちに神戸市に報告書（ 図面、 施工前後の写真等） を 提出する

こ と 。 神戸市が施工のやり 直し を 指示し た場合、 こ れに従う こ と 。  

⑤ 指定管理者が、 その指定の期間が終了し た場合、 又はその指定を 取り 消さ れ、 若し く

は期間を 定めて管理の業務の全部若し く は一部の停止を 命ぜら れた場合、 速やかに原

状に回復するこ と 。 原状に回復し た後、 直ち に神戸市に報告書（ 施工前後の写真等）

を 提出するこ と 。 神戸市が施工のやり 直し を指示し た場合、 こ れに従う こ と 。  

３ ． 緊急対応 

(1) 点検等により 、 施設及び設備等の脱落、 落下又は転倒の恐れがある場合、 また、 継続使用

するこ と により 著し い損傷又は関連する部材・ 機器等に影響を 及ぼすこ と が想定さ れる場

合は、 その区域を 立入禁止にする等の危険防止措置を 講じ ると と も に、 簡易な方法により

応急措置を実施し 速やかに神戸市に報告するこ と 。  

(2) 災害時、 事故時又は機器故障等の緊急対応は、 指定管理者が行う 。 緊急対応後、 修繕範囲

外と 予測さ れる 場合、 神戸市と 協議の上その後の処置を 決定する 。 なお、 指定管理者は、

災害時、 事故時又は施設の休業に及ぶなどの重大な機器故障等の発生時は、 神戸市に速や

かに状況報告を行い、 後日詳細な発生状況や対応結果などを記載し た報告書を 提出するこ

と 。  
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＜別紙―１ ＞ 対象施設・ 設備概要 

 

 ○港島南球技場 

１ ． 機器一覧表（ 防災設備、 電気設備他）  

２ ． 機器一覧表（ 機械設備）  

 

○屋外施設 

  ３ ． 仕様一覧表 

 

  各表記載の対象施設・ 設備の名称、 仕様、 数量等は参考扱いと する。  
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○機器一覧表（ 防災設備）
港島南球技場ク ラ ブハウス 建物用途： （ 15） 項　 事務所等

操作部（ 電源部） 1 組
起動装置（ 発信機、 押し ボタ ン） 1 組
音響装置 1 組
表示灯 1 灯

消火器 消火器 4 個

○機器一覧表（ 電気設備他） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
港島南球技場

設備名称 機器名称 仕様 数量 単位 備考

照明器具 66 台 う ちテニスコ ート （ ト イ レ 含む） 26台
コ ンセント 40 台 う ちテニスコ ート （ ト イ レ 含む） 7台

分電盤 2 台 う ちテニスコ ート （ ト イ レ 含む） 1台
端子盤 1 台

通信情報設備 監視カ メ ラ 設備 4 台

時計 両面型時計
自立式、 屋外防
雨型、 標準電波
受信、 高さ 5105

1 台

警報ラ ンプ 警報ラ ンプ
警報ラ ンプ付き
ブザー、 呼び出
し 制御器

1 式

備考単位仕様 数量

動力・ 電灯設備その
他

照明器具、 配線器具等

設備名称 機器名称

複合装置
非常警報器具

（ 自動式サイ レ ン又
は非常ベル）
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機器一覧表（ 機械設備）

ク ラ ブハウス

機器名 仕様 相-電圧 動力ｋ W 台数 設置場所

空冷ヒ ート ポンプルーム
エアコ ン（ 事務室）

圧縮機屋外型　 　 圧縮機　 0. 95KW
冷房能力　 3. 6KW
暖房能力　 4. 2KW
フ ィ ルタ ー

1-100 0. 95 1 事務室

空冷ヒ ート ポンプルーム
エアコ ン（ ﾛﾋﾞ ）ー

圧縮機屋外型　 　 圧縮機　 0. 95KW
冷房能力　 3. 6KW
暖房能力　 4. 2KW
フ ィ ルタ ー

1-100 0. 95 1 ロビー

空冷ヒ ート ポンプルーム
エアコ ン（ 休憩スペー
ス）

圧縮機屋外型　 　 圧縮機　 0. 95KW
冷房能力　 3. 6KW
暖房能力　 4. 2KW
フ ィ ルタ ー

1-100 0. 95 1 休憩スペース

空冷ヒ ート ポンプルーム
エアコ ン（ 救護室）

圧縮機屋外型　 　 圧縮機　 0. 6KW
冷房能力　 2. 2KW
暖房能力　 2. 2KW
フ ィ ルタ ー

1-100 0. 6 2 救護室

空冷ヒ ート ポンプルーム
エアコ ン（ 更衣室）

圧縮機屋外型　 　 圧縮機　 0. 75KW
冷房能力　 2. 8KW
暖房能力　 3. 6KW
フ ィ ルタ ー

1-100 0. 75 2 更衣室1. 2

壁付け換気扇 20cm 1-100 0. 03 1 事務室

天井換気扇 1-100 0. 02 1 男子ﾄｲﾚ

天井換気扇 1-100 0. 02 1 女子ﾄｲﾚ

天井換気扇 1-100 0. 02 1 多機能ト イ レ

壁付け換気扇 20cm 1-100 0. 03 1 救護室

天井換気扇 1-100 0. 02 1 身障者対応ｼｬﾜー 室

壁付け換気扇 20cm 1-100 0. 03 2 更衣室１ . 2

天井換気扇 1-100 0. 01 4 更衣室（ ｼｬﾜー 室）

ガス湯沸器 １ ６ 号ガス給湯器 1-100 1 身障者対応ｼｬﾜー 室

ガス湯沸器 ２ ４ 号ガス給湯器 1-100 1 更衣室（ ｼｬﾜー 室）

洋風大便器 3

身体障害者用便器 1

ｵｽﾄﾒｲﾄ対応汚物流し 1

小便器 3

洗面器 2

身体障害者用手洗器 1

掃除用流し 1

ﾊﾝﾄﾞ ﾄﾞ ﾗｲﾔー 3
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テニスコ ート ト イ レ 棟

男子便所 多目的便所女子便所 屋外 合計

SW-1 洋風便器
掃除口付便器（ 排水芯固定） 、 床給
水・ 床排水、 手動ﾌﾗｯｼｭﾊ゙ ﾙﾌﾞ 、 蓋なし
前丸便座（ ｿﾌﾄ閉止付）

2025 SW-1 洋風便器 1 2 3

SW-2
多目的用
洋風便器

掃除口付便器（ 排水芯固定） 、 床給
水・ 床排水、 自動ﾌﾗｯｼｭﾊ゙ ﾙﾌﾞ （ 露出、
人感ｾﾝｻー なし ） 、 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ、 蓋なし 前
丸便座（ ｿﾌﾄ閉止付）

2025 SW-2
多目的用
洋風便器

1 1

SW-3 小便器 ｽﾄ ﾙー床排水形、 自動ﾌﾗｯｼｭﾊ゙ ﾙﾌﾞ 2025 SW-3 小便器 2 2
SW-4 洗面器 壁給水・ 壁排水、 自動水栓 2025 SW-4 洗面器 1 1 2

SW-5
多目的洗
面器

壁給水・ 壁排水、 自動水栓 2025 SW-5
多目的洗
面器

1 1

SW-6
薄型手洗
い器

壁給水・ 壁排水、 自動水栓 2025 SW-6
薄型手洗
い器

1 1

SW-7
オスト メ
イ ト 対応
汚物流し

2025 SW-7
オスト メ
イ ト 対応
汚物流し

1 1

SW-8
掃除用横
水栓

ｶｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ 付・ キー式 2025 SW-8
掃除用横
水栓

1 1 1 3

SW-9 散水栓 キー式散水栓、 SUS製ﾎ゙ ｯｸｽ共 2025 SW-9 散水栓 1 1

SW-10
掃除用流
し

2025 SW-10
掃除用流
し

1 1

SW-11 給気口 1 1 1 3

機器名
設置場所・ 個数

管理番号 機器名 仕様
機器設置

年度
備考 管理番号
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○屋外設備　 仕様一覧表 ※仕様は設計時点。 許認可等によ っ て変更さ れる 可能性があり ます。

①港島南球技場メ イ ングラ ウンド

仕様

大き さ
舗装

111. 0m×74. 5m
ロングパイ ル人工芝60mm

競技種類

サッ カ ー： 105m×68m（ 白ラ イ ン） １ 面
少年サッ カ ー： 50m×68m（ 黄白ラ イ ン） ２ 面
ラ グビー： （ 練習用青ラ イ ン、 ゴール・ 22メ ート ル・ 10メ ー
ト ルラ イ ン）

付帯施設
サッ カ ー・ 少年サッ カ ー・ ラ グビーコ ーナーフ ラ ッ グ、
ラ グビーゴール基礎（ H=7. 0m用）

浸透処理 板状暗渠・ 暗渠管（ 幹線）

H=10m　 コ ンク リ ート 柱

ハーフ コ ート に50席ずつ計100席

LED型： ６ 基、 支柱： 防球ネッ ト 兼用

散水システム

②港島南球技場アッ プ用グラ ウンド

仕様

31. 2m×20m、 ロングパイ ル人工芝60mm

LED型： 2基、 支柱： 防球ネッ ト 兼用

H=5. 0ｍ　 コ ンク リ ート 柱

③港島南球技場駐車場

仕様

全自動料金精算機（ キャ ッ シュ レス決済対応） 、 駐車券発行
機、 光電感知器、 カ ーゲート 、 バーキャ ッ チャ ー、 防犯プロ
テク タ ー、 バス感知器、 入口表示灯、 出庫警報灯

内容

駐車場機器

内容

ピ
ッ

チ

防球ネッ ト

観覧席

夜間照明施設

その他

ピッ チ・ 大き さ ・ 舗装

夜間照明施設

防球ネッ ト

内容
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④港島南球技場テニスコ ート
仕様

砂入り 人工芝　 　 　 ： 高耐久ポリ エチレン　 芝丈19㎜
テニスポスト 埋設管： 直径92㎜　 L＝700㎜
浸透処理　 　 　 　 　 ： 板状暗暗渠・ 暗渠管

南及び西面： H= 5.0m

北及び東面： H= 3.0m

①小野浜公園球技場メ イ ングラ ウンド
仕様

大き さ
舗装

10, 490㎡
ロングパイ ル人工芝　 t=60mm

競技種類

サッ カ ー： 105m×65m（ 白ラ イ ン） １ 面
少年サッ カ ー： 50m×65m（ 黄白ラ イ ン） ２ 面
ラ グビー： （ 練習用青ラ イ ン、 ゴール・ 22メ ート ル・ 10メ ー
ト ルラ イ ン）

付帯施設
サッ カ ー・ 少年サッ カ ー・ ラ グビーコ ーナーフ ラ ッ グ、
ラ グビーゴール基礎（ H=7. 0m用）

浸透処理 支線暗渠、 幹線暗渠
西面及び東面： H＝5. 0m、 南面＝H=8. 0m、 北面： H=7. 0m
なし

マルチハロゲン灯： 4基
支柱： コ ンク リ ート （ 南面2基防球ネッ ト 兼用）

内容

コ ート

防球ネッ ト

その他

内容

ピ
ッ

チ

防球ネッ ト
観覧席

夜間照明施設
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＜別紙－２ ＞法定資格者一覧表

法定資格者名称 根拠法令等 必要資格

防火管理者 消防法 ○

防災管理者 消防法 －

危険物取扱者 消防法 －

電気主任技術者 電気事業法 －

建築物環境衛生管理技術者
建築物における衛生的環境の確保に関
する法律

－

警報設備の監視、 操作等に従事する者
の資格

神戸市火災予防条例 －

総合操作盤又はこ れら に類する制御盤
の監視、 操作等に従事する者の資格

神戸市火災予防条例 －

エネルギー管理員又はエネルギー管理
士

エネルギーの使用の合理化に関する法
律

－

上記以外で必要と なる法定資格者についても 、 指定管理者において選任するこ と 。

〔 凡例〕

（ ○） で示す資格については、 選任が必要である。

（ －） で示す資格については、 選任は不要である。

（ ※） で示す資格については、 法令上の配置は不要であるが、 本施設の維持管理を実施する
に当たり 必要な資格と する。
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＜別紙－３ ＞【 消耗品一覧表】  

 

・  事務用品 

（ 例： 記録紙、 点検用紙、 コ ピー用紙、 記録用メ ディ ア（ CD-R等）、 プリ ンタ ー用イ ン

ク ・ ト ナー、 筆記具、 電卓、 時計、 コ ピー用紙、 乾電池、 ビニルテープ等）  

・  防災用品 

（ 例： 懐中電灯、 防塵マスク 、 防塵眼鏡、 軍手等）  

・  清掃用品 

（ 例： 箒、 熊手、 塵取、 バケツ、 ホース、 雑巾、 ラ バーカ ッ プ、 ゴミ 用ビニール袋等） 

・  維持管理用品 

（ 例： 管球類、 ヒ ュ ーズ、 ウエス、 潤滑油、 グリ ス、 スムーサー、 刷毛、 接着剤、  

配管材、 継手、 各種ねじ 類、 フ ラ ンジパッ キン、 シール材、 ホースバン ド 等）  

・  衛生用品 

（ 例： ト イ レ ッ ト ペーパー、 手洗い用石鹸水、 アルコ ール消毒液、 救護グッ ズ等）  

・  グラ ウンド 管理用品 

（ 例： 補充材（ ゴムチッ プ） 等）  

・  テニスコ ート 管理用品 

 （ 例： 吸水スポンジローラ ー用替えスポンジ等）  

・  その他 

※ 消耗品について疑義が生じ た場合、 市と 協議の上決定する。  

12



 
 

＜別紙－４ ＞【 リ ース品一覧表】  

 

・   複写機 

・   Ａ Ｅ Ｄ （ 自動体外式除細動器） 3 台 

・  事務処理用Ｐ Ｃ  

・  電話 

・  その他、 施設運営にあたり 必要と なるも の 

※ リ ース品について疑義が生じ た場合、 市と 協議の上決定する。  
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＜別紙－５ ＞法令点検及び定期点検業務一覧表

周　 期 備　 　 　 　 　 考

法令点検

公共建築物定期点検
( 建築) １ 回/３ 年
( 設備) １ 回/年

（ 防火設備） １ 回/年

建築基準法
( 建築 ( ※1) 令和3年度新築)
( 設備 ( ※2) )

消防設備点検 ２ 回／年 消防法　 （ 機器点検・ 総合点検）

空調設備点検 ４ 回／年 フ ロ ン排出抑制法( 簡易点検)

定期点検

空調機用フ ィ ルタ ー交換及び清掃 ※3 必要に応じ てフ ィ ルタ ーを 交換するこ と

【 注記】

※1 「 特定建築物等定期調査業務基準（ 公共建築物用） （ 最新版を適用） 」 （ 一般財団法人　 日本建築防災協会　 発行） による。

※2　「 建築設備定期検査業務基準書（ 最新版を適用） 」 （ 一般財団法人　 日本建築設備・ 昇降機センタ ー　 発行） による。

※3　

点　 　 検　 　 項　 　 目

点検周期については、 特記がある場合を除き 、 「 建築保全業務共通仕様書（ 最新版を適用） 」 （ 国土交通省大臣官房官庁営
繕部監修） による。
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清掃に関する仕様書 

 

神戸市立港島南球技場及び神戸市立小野浜公園球技場に対する清掃は、 こ の仕様書に基づいて

行う も のと する。  

 

１ ． 清掃場所 

（ １ ） 屋内施設関係   

（ ２ ） 屋外施設関係  

  ① グラ ウンド  

  ② テニスコ ート  

  ③ グラ ウンド 以外の敷地 

２ ． 期 間 

（ １ ） 屋内施設清掃 

  ア 日常清掃 

・  開館日は午前８ 時から 午後４ 時までの間に行なう も のと する。  

・  ク ラ ブハウスロビーにアルコ ール消毒液を設置し 、 補給は随時行う こ と 。  

・  各室のチリ を掃除機またはモッ プ等で集める。  

・  汚れがひどい場合は、 洗剤、 ク リ ーナーまたは水等で濡ら し たモッ プで拭き 清潔な状態

を保持する。  

・  ゴミ 箱の塵芥は所定の位置に搬出する。  

・  その他各ド ア、 壁面の拭き 掃除はも れなく 行う も のと する。  

・  ト イ レについては、 必要に応じ 床面及び壁を洗剤で洗浄するこ と 。  

・  手洗い器及び便器は床部分に準じ て清掃し 常に清潔にし ておく こ と 。  

・  鏡面磨きも 毎日行い、 ト イ レッ ト ペーパー、 手洗い用石鹸水、 アルコ ール消毒液等の補

給は随時行い、 女子便所の汚物処理も 毎日行う 。  

・  シャ ワーブース、 車椅子対応シャ ワー室の清掃を行う 。  

  イ  月間定期清掃（ 毎月１ 回）  

・  各窓と も 内外より 水拭きし た後、 ガラ ス専用溶剤で光沢良く 仕上げる。  

・  事務室・ 救護室の床面（ シート 床材） については、 床面の汚れを洗剤で洗い落と し 、 ワ

ッ ク スをむら なく 塗布し 、 電気ポリ ッ シャ ーで仕上げを行う 。  

   

（ ２ ） 屋外清掃 

  ① グラ ウンド  

  ア 日常清掃 

・  ゴミ ・ 落ち葉等をエンジンブロアや熊手を使用し 、 除去するこ と 。  

・  使用頻度の高い部分（ ペナルティ ーエリ ア内、 コ ーナーエリ ア、 センタ ーサーク ル内）

は、 部分的に充填剤の凹みが発生するため、 凹みチェ ッ ク と 充填剤の補充を 行う こ と 。 

  ② テニスコ ート  

  ア 日常清掃 

   ・ ゴミ ・ 落ち葉等をコ ート ブラ シ等を使用し 、 除去するこ と  

   ・ テニスコ ート 砂入り 人工芝の砂の偏り の是正、 サーフ ェ スの補修など安全で快適な利用

ができ るよう 維持管理を行う こ と  
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③ グラ ウンド 以外の敷地 

  ア 箒で掃き、 ゴミ ・ 落ち葉等を集めビニール袋に詰め、 ゴミ 箱にあるゴミ 等も 所定の位置 

に集積するこ と 。 なお、 コ ンク リ ート 部分の汚れがひどい場合は、 水又は洗剤等で拭き

清潔な状態にするこ と 。  

  イ  雑草は刈り 取るか抜き 取り 、 ビニール袋に詰め所定の位置に集積するこ と 。  

  ウ 側溝内の汚泥・ ゴミ 等は完全に取り 除く こ と 。  

（ ３ ） 協議による作業 

   別紙作業基準表に定める作業が実施できないと き は、本市職員と の協議による作業と する。 

４ ． 清掃作業員 

（ １ ） 心身と も に健全な作業員を従事さ せるこ と 。  

（ ２ ） 指定管理者は就業に先立ち作業員には制服を着用さ せ、 名札を見やすい箇所につけさ せ身 

分を明確にするこ と 。  

５ ． 清掃器具 

  清掃器具、 清掃材料、 衛生器具の下記のも のは、 指定管理者で用意する。  

（ １ ） ト イ レッ ト ペーパー     （ ２ ） 掃除機 

（ ３ ） ゴミ 用ビニール袋 （ ４ ） 手洗い用石鹸水 

（ ５ ） 箒 （ ６ ） エンジンブロア  

（ ７ ） 熊手              （ ８ ） アルコ ール消毒液 

 光熱水費、事務室、机、椅子及び上記以外の掃除器具及び材料は指定管理者の負担と する。  

６ ． 作業中の事故対策 

   作業中は特に火災、 盗難、 その他の事故防止について十分注意を払う こ と 。 なお、 館内外

の施設及び第三者に対し 損害を与えた場合は、 指定管理者が損害の賠償を負う も のする。  
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港島南球技場ク ラ ブハウス 別紙　 １

Ｎ Ｏ 場　 　 　 所 床面積（ ㎡） 窓面積（ ㎡）

1 事務室 17. 70 4. 28

2 救護室 21. 40 6. 42

3 更衣室１ 17. 90 0. 57

4 更衣室２ 17. 90 0. 57

5 車いす対応シャ ワー室 7. 23 0. 29

6 男子ト イ レ 11. 63 1. 68

7 女子ト イ レ 7. 78 0. 57

8 多機能ト イ レ 5. 61

9 備品倉庫 4. 64

10 ロビー・ 休憩スペース・ 共用部 59. 23 6. 82

合　 　 計 171. 02 21. 20

港島南球技場テニスコ ート

Ｎ Ｏ 場　 　 　 所 床面積（ ㎡） 窓面積（ ㎡）

1 ト イ レ棟 25. 00

小野浜公園球技場

Ｎ Ｏ 場　 　 　 所 床面積（ ㎡） 窓面積（ ㎡）

1 管理棟 12. 00 0. 50

2 更衣室１ 12. 00 0. 50

3 更衣室２ 12. 00 0. 50

4 更衣室３ 25. 08 2. 50

5 備品倉庫１ 3. 80

6 備品倉庫２ 6. 00

7 ト イ レ棟 20. 00

合　 　 計 90. 88 4. 00
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屋外施設関係 別紙　 ２

港島南球技場

 　 施　 　 　 　 　 設  　 作　 業　 範　 囲 面積　 ㎡ 備　 　 　 　 　 　 　 考

グラ ウン ド 8, 305

コ ート 周辺通路 1, 474

アッ プ用グラ ウンド グラ ウン ド 655

駐車場 2, 475

駐輪場 41

バイ ク 置き 場 30

駐車場　 南側植栽 166 低木200株程度を 想定

駐車場　 北側植栽 461 防草シート 貼り

テニスコ ート テニスコ ート 4, 901 障がい者用駐車場1台含む

①グラ ウンド 8, 960

②テニスコ ート 4, 901

③グラ ウンド 以外の敷地 4, 647

小野浜公園球技場

 　 施　 　 　 　 　 設  　 作　 業　 範　 囲 面積　 ㎡ 備　 　 　 　 　 　 　 考

グラ ウンド グラ ウンド 10, 850

メ イ ングラ ウンド

駐車場
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面積（ ㎡）

事務室 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 17. 70

救護室 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 21. 40

更衣室１ （ シャ ワーブース含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 17. 90

更衣室２ （ シャ ワーブース含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 17. 90

車いす対応シャ ワー室 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7. 23

男子ト イ レ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 11. 63

女子ト イ レ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7. 78

多機能ト イ レ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5. 61

備品倉庫 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4. 64

ロビー・ 休憩スペース・ 共用部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 59. 23

窓ガラ ス ○ 21. 20

グラ ウンド ◎ ● 8, 960

グラ ウンド 以外の敷地 ◎ ◎ 4, 647

コ ート ◎ 4, 901

ト イ レ棟 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25. 00

日常清掃（ 毎日） ◎ ○
日常清掃（ 週） ●

清掃作業基準表

港島南球技場

室種別　 　 　 　 作業別

定期清掃

＜ク ラ ブハウス＞

＜屋外清掃＞

月間定期清掃

＜テニスコ ート ＞

日常清掃
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小野浜公園球技場
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凹
み
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ッ
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填
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ス
磨
き

面積（ ㎡）

管理棟 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 12. 00
更衣室１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 12. 00
更衣室２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 12. 00
更衣室３ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 25. 08
備品倉庫１ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3. 80
備品倉庫２ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6. 00
ト イ レ 棟 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 20. 00

グラ ウンド ◎ ● 8, 960
日常清掃（ 毎日） ◎ ○
日常清掃（ 週） ●

＜屋外清掃＞

月間定期清掃

清掃作業基準表

室種別　 　 　 　 作業別

日常清掃
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コ イ ンロッ カ ー管理基準 
 

 

１  日常管理 

（ １ ） 営業終了時には以下の内容を確認する。  

   ・ コ イ ンロッ カ ー内に残置物がないか。  

   ・ 鍵の紛失がないか。  

   ・ 故障箇所がないか。  

 

 （ ２ ） 窓口受付の際にコ イ ンロッ カ ー使用時の注意事項を 配布する。  

 

（ ３ ） コ イ ンロッ カ ー本体に注意事項を 掲示する。  

   

＜注意事項 記載例＞ 

   ①コ イ ンロッ カ ーの使用は施設使用者に限り ます。  

   ②コ イ ンロッ カ ーの使用期間は施設を 使用する日の営業時間中に限り ます。  

   ③コ イ ン ロ ッ カ ーの使用者は鍵を 紛失し た場合は、 鍵交換費用を 負担し ていただき ま

す。  

④営業終了後に鍵のかかっ たコ イ ンロッ カ ーがある場合は、管理者側で開錠し 、残置物

は事務所内で一定期間保管し ます。  

 

（ ４ ） コ イ ンロッ カ ーの清掃を 適宜行う 。  

 

２  残置物について 

（ １ ） 営業終了後に施錠さ れたままのコ イ ンロッ カ ーは、 開錠し て中身を確認する。 その際

は、 必ず複数職員で立会いのも と 行い、 残置物があれば回収する。  

 

（ ２ ） 残置物は施設で一定期間保管し た後、 利用者から の申し 出がない場合は、 遺失物と し  

て所管の警察に届け出る。  

 

３  鍵の紛失への対応 

 （ １ ） 鍵の紛失があっ た場合は、 鍵交換に要する費用は、 鍵を 紛失し た者に請求する。  

 

 （ ２ ） 鍵の紛失の申し 出があっ た場合は、 利用者の住所・ 氏名・ 連絡先を 確認する。  

 

（ ３ ） マスタ ーキーを 使用し てコ イ ンロッ カ ーを開錠する場合は、 本人確認を 十分に行う 。 

 

（ ４ ） 紛失し た鍵が見つから ない場合は、 シリ ンダーごと 鍵を 交換する。  
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駐車場運営管理基準 

 

駐車場運営については、 神戸市の条例、 規則等に基づき 実施するこ と 。  

 

１  入出庫・ 料金徴収業務 

  ・ 駐車場出入口の門扉の開閉 

  ・ 駐車券発行機の維持、 管理（ 補修を 含む。）。  

  ・ 駐車券発行機故障時の臨時駐車券の発行。  

  ・ カ ーゲート の維持、 管理 

  ・ 全自動料金精算機の維持、 管理（ レ シート 等の補充を 含む。）。  

  ・ 全自動料金精算機による駐車料金の徴収及び領収書の発行。  

  ・ 全自動料金精算機故障時の手計算による駐車料金の徴収及び領収書の発行。  

  ・ 料金徴収日報等の作成及び提出。  

  ・ 徴収料金の保管及び納入。  

  ・ 駐車券紛失車両の取扱い事務 

 

２  場内事故処理業務 

  車両による施設損傷事故、駐車場設備による車両損傷事故、車両同士による損傷事故及び

第三者による車両損傷事故等があっ た場合には、 応急処置、 救急車の手配、 家族等への連絡

などの的確な対応を行い、 でき るだけ速やかに所管課へ報告を し てく ださ い。  

 

３  その他の業務 

  ・ 駐車場内の拾い掃き 掃除 

  ・ 駐車券、 レシート 等の保管 

  ・ 在車調べ及び長期滞留者の報告 

  ・ 不法侵入者、 不審者の発見及び牽制 

  ・ 不審物の早期発見と 処置 

 

４  つり 銭の準備 

  つり 銭は、 指定管理者で準備するこ と 。  

 

５  キャ ッ シュ レス決済にかかる手数料 

  キャ ッ シュ レス決済にかかる手数料は指定管理者の負担と し ます。なお、駐車料金の徴収

業務は再委託でき ません。  

 

６  その他 

  ・ 駐車場機器は神戸市で設置し ます。  

  ・ こ の仕様書に明示し ていない事項で、 業務実施にあたり 必要な事項については、 協議の

う え取り 決めるも のと する。  

22


